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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年３月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和４年１月３０日 １１時００分ごろ～１２時４２分ごろの

間（死亡推定時刻：３０日午前中頃）） 

発生場所 不明（千葉県南房総市岩井海岸～大房
たいぶさ

岬北西方沖の間） 

事故の概要  プレジャーボート松風
まつかぜ

Ｊｒ
ジュニア

.は、船長が落水し、死亡した。 

 松風Ｊｒ.は、転覆して船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和４年２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 松風Ｊｒ.、５トン未満（長さ２.８７ｍ） 

 ２３２－３０８７１千葉、個人所有 

 不詳、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、４.４kＷ、平成１０年７月 

 （写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船の外観（海上保安庁提供） 

 乗組員等に関する情報 船長 ５２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 
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  免許登録日 平成１０年４月２３日 

  免許証交付日 平成２９年６月２３日 

         （令和５年４月２２日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東～北～北北東、風力３～２、 

   視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ（第二海堡）、潮汐 上げ潮の中央期、 

水温 約１５℃  

 事故の経過  船長は、和船型である本船を自家用車に搭載し、１人で千葉県南房

総市岩井海岸から釣りに出る旨を船長の家族に告げ、令和４年１月 

３０日０１時００分ごろ自宅を出発した。 

 船長の家族によれば、１１時００分ごろ船長の勤め先の会社の同僚

が船長に架電し、洋上であることから掛け直す旨の応答があったもの

の、その後船長からの架電がなかった。 

 本船は、１２時４２分ごろ、南房総市大房岬北西方沖で転覆した状

態で漂流しているところを航行中の遊漁船の船長によって発見され、

海上保安庁に通報されたのちに来援した巡視艇に揚収された。 

船長は、海上保安庁のヘリコプターにより、本船が転覆していた場

所の約１.４km 南方沖において、救命胴衣を着用した状態で発見され

たものの、その場で死亡が確認され、のちに死亡推定時刻が１月３０

日午前中頃、死因が不詳と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、ミニボート規格のボートに船外機を取り付け、小型船舶と

して検査を受けたもので、沿海区域を航行区域とするものの、当該船

舶が安全に発着できる任意の地点から５海里（Ｍ）以内の水域のうち

当該地点における海岸から３Ｍ以内の水域及び船舶安全法施行規則第

１条第６項の水域に限る旨の制限があり、日没から日出までの間の航

行を禁止する旨の条件があった。 

本船の船体には、顕著な損傷がなかった。 

船長の家族によれば、船長は、ふだんから薬の服用もなく、健康状

態は良好であった。 

本船を発見した遊漁船の船長によれば、富浦湾には、浅所が存在

し、北寄りの風があると、磯波が発生することがあった。 

 海上保安庁刊行の本州南・東岸水路誌（書誌第１０１号、令和２年

３月刊行）によれば、浦賀水道東岸について、次のとおり記載されて

いる。 

 浦賀水道東岸（海図Ｗ９０） 

  概要 洲崎～富津岬の間は出入りが多く、南部の館山湾のほか、

北部の富津岬との間に富山湾、富浦湾などの小湾がある。内
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陸は山が多い。 

     沿岸は富津岬南側の開湾が遠浅のほかは、一般に比較的深

水であるが、距岸１Ｍ以内には、険礁が各所に散在する。又

沿岸域には、ノリヒビ及び定置網が設置されている。 

（以下略） 

 文献「波浪学のＡＢＣ」（初版、磯崎一郎著、株式会社成山堂書

店、平成１８年８月２８日発行）には、磯波について、次のとおり記

載されている。 

 第２章 沿岸における波の変形 

  ２.３ 磯波 

   （前略） 

    沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる

場合には、水深と海底勾配に関係して生じる浅水変形、屈折、

反射などの効果によって波高が増大し、波長も短くなり、結局

波形勾配が急峻になって砕波します。これが、いわゆる磯波で

す。 

   （中略） 

    外海に面した海岸の港では港口付近で磯波がよく起こりま

す。小型船舶が出入港する場合、巻き波と砕け寄せ波があると

非常に危険ですから注意してください。 

   （後略） 

 国土交通省海事局発行のリーフレット「ミニボートに乗る前に知っ

ておきたい安全知識と準備」（平成２３年度発行）には、ミニボート

の安全常識について、次のとおり記載されている。 

ミニボートは、幅が狭い、長さが短い、船体の重量が乗員よりも

軽いなどの特徴を持つ船です。また、２馬力以下のエンジンを搭載

することになっていますが、エンジンの能力からも、遠くまでいく

こと、波の高い水面を走ること、大人数が乗ることは前提としてい

ません。ミニボートが安全に航行できる限界は低いことを十分認識

してください。 

ミニボートが安全に航行できる波の範囲は、乾舷の高さ（水面か

ら船縁までの高さ）の半分以下である波高２０cmくらいまで、風速

では４m/s 以下を目安と考えてください。これを超えている海況の

場合は、出航しないようにしましょう。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、不詳であった。 

 船長は、本船に乗船して岩井海岸を出発し、１１時００分ごろ会社
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の同僚と通話をした後、１２時４２分ごろ本船が大房岬北西方沖で転

覆した状態で漂流しているところを遊漁船の船長に発見されたことか

ら、この間において、落水したものと考えられる。 

 本事故発生場所付近は、険礁が多く、外洋に面していることから、

磯波が発生し、これによって本船が転覆した可能性があると考えられ

る。 

 本船は、ミニボート規格のボートに船外機を取り付けた船舶であっ

たことから、外洋に面した海域を航行する十分な堪航性を有していな

かったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、岩井海岸を出発したのち、船長が落水したこと

により発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の操縦者は、浅所が存在する海域では、海底の複雑な地

形の影響により、予期せぬ高波が発生することがあることに留意

して航行すること。 

 ・ミニボートに船外機を取り付けた船舶は、たとえ天候が穏やかで

あっても、外洋では波浪が高いことがあるので、外洋に面した海

域を航行しないことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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